
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子家庭などや寡婦の皆さんの抱えている 

様々な問題や悩みについて、 

母子自立支援員がご相談をお受けします。 

 

 

 
生活一般に関する事 

就業に関する事（母子自立支援プログラム：ハローワークと連携しての支援） 

母子、寡婦の生活の安定と向上に関する情報提供 

子どもの様々な問題や子育ての悩みについて 

家庭児童相談員が一緒に考えていきます。 

 

 

 
子どもに関わる人間関係（虐待を含む）に関する事 

性格、生活習慣、発育、発達に関する事など 

内容に応じて専門機関のご紹介 

〒820-8501 飯塚市新立岩 5-5 

※相談・調査・診断などで知りえた個人の秘密は、 

絶対に守ることになっています。安心して気軽に、ご利用ください。  

※相談は来室を原則としていますが、電話でも受付けます。 

また、内容によっては、相談員が家庭や学校に出向きます。 

飯塚市役所 児童育成課 児童・母子係（本館 1 階） 

受付時間 
月曜日～金曜日 

（８時30分～17時） 

☎.電話番号（飯塚市役所代表） 
0948-22-5500 

0948-21-9508 
ＦＡＸ番号 

（内線 1118,1119） 


